
平成15年度

（３）業種別内訳

主たるもの 従たるもの

人 外 人 外 千円

各 種 商 品 小 売 業 21 1 5 323 45,223

飲 食 料 品 小 売 業 1,539 137 323 143,567 4,300,161

繊維、身まわり品小売業 526 43 73 70,443 1,239,871

家 具 小 売 業 46 2 7 2,270 145,299

雑貨類、日用具類小売業 1,367 69 163 66,919 4,518,565

機 械 器 具 小 売 業 746 35 77 35,452 1,917,630

そ の 他 の 小 売 業 970 66 218 88,260 2,914,090

料 理 飲 食 業 7,499 240 587 271,898 14,964,260

卸 売 業 1,181 41 143 34,122 3,722,590

製 造 小 売 業 824 20 66 21,302 2,305,152

製 造 卸 売 業 856 15 78 16,795 2,916,549

受 託 加 工 業 416 5 31 29,400 1,318,335

修 理 業 2,066 21 104 13,369 6,449,719

サ ー ビ ス 業 8,584 191 744 299,155 19,429,228

建 設 業 12,370 101 542 93,486 38,208,708

そ の 他 の 営 業 5,715 253 1,717 234,002 16,539,934

畜 産 水 産 業 4,513 81 501 92,879 19,476,937

医 療 保 健 業 2,995 33 202 38,978 40,663,430

弁護士、税理士、建築士等 1,056 62 204 51,480 11,500,320

そ の 他 5,140 159 1,433 135,887 12,013,424

58,430 1,575 7,218 1,739,984 204,589,425

　　　　　　

　　　　　　

　　　　　　

　　　　　　　

　　　　　　

　　　　　　　

　　　　　　

　　　　　　　　

　　　

合 計

区　　　　　分
人　　　　員

所得金額

営 業 等 所 得

用語の説明：１　その他の小売業には、燃料、化学薬品類、古物、花、植木、みやげ物、たばこ小売業等が含まれている。

　　　　　　２　その他の営業には、道路運送業、水運業、金融業、不動産業、林業、鉱業、保険代理業等が含まれている。

　　　　　　３　畜産水産業には、畜産業、漁業、水産養殖業が含まれている。

　　　　　　４　医療保健業には、病院、診療医、療術師（はり師、きゅう師、あんま、指圧師等）、獣医、助産婦、歯科技

              工士等が含まれている。

　　　　　　５　弁護士、税理士、建築士等には、弁護士、弁理士、公証人、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士、土

              地家屋調査士、不動産鑑定士、建築士等が含まれている。

　　　　　　６　その他には、文筆家、作詞家、作曲家、美術家、工芸家、芸能関係者、職業選手、棋士、外交官、諸教授、

              学校経営、速記者、技能工、職人、芸ぎ、ホステス、易者、水先人等が含まれている。

（注）この表は、「（１）所得種類別内訳」の営業等所得の人員、所得金額について、業種別の内訳を示したものである。


